
○オンライン自主応募 

 

◆オンラインハローワーク紹

介とは 

 ハローワークが求職者と求

人者の適合性を判断した、マッ

チングしそうな求人の紹介を

受けられるようになります。 

ハローワークが送った求人に

求職者が応募すると、求人者マ

イページに応募通知が届きま

す。そして、応募者の応募書類

や志望動機等の確認、メッセー

ジ機能を使った選考を行うこ

とができます。選考結果の通知

や管理もできるので、電話や

FAX 等による連絡事務が不要

になり、応募書類の管理や採否

入力の効率化を図ることがで

きるようになります。 
 

◆オンライン自主応募とは 

 ハローワークインターネッ

トサービスに掲載されている

求人に対して、求職者が求人者

マイページを通じて直接応募

できるようになります（この応

募者は、上記のようにハローワ

ークによる求職者と求人の適

性の確認を経ていないため、募

集要件に合致しない方が応募

する場合があります）。また、オ

ンライン自主応募での採用は、

ハローワーク等の職業紹介を

要件とする特定求職者雇用開

発助成金等は対象とはならな

いとされています。 

応募があると、求人者マイペ

ージに通知が届きますが、ハロ

ーワークからの連絡はありま

せんので、求人者マイページを

定期的に確認する必要があり

ます。オンライン上で応募書類

や志望動機等の確認、メッセー

ジ機能を使った選考を行うこ

とができ、選考結果の通知や管

理もできる点は、オンラインハ

ローワーク紹介と同様です。 
 
【厚生労働省「2021 年 9 月 21 日から

ハローワークインターネットサービスの

機能がより便利になります！」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa

ge_20400.html 

 

 

10 月の税務と労務の手続

提出期限［提出先・納付先］ 
 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

11 月 1 日 

○ 個人の道府県民税・市町村

民税の納付＜第３期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業４日未満、７月～９

月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納

第２期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌

月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

★当事務所よりひと言★ 

 
前述の通り、岐阜県におき

ましても 10 月１日から地域

別最低賃金額（時給）が現行

の 852 円から 28 円引上げ

られ、880 円に改定されま

す。10 月労働分の給料計算

時はお間違いのないようお願

いします。 

また、事業場内の最低賃金

を引き上げ、業務改善に繋が

る生産性向上のための機械な

どを導入した経費に対しての

助成金があります。助成金活

用をお考えの方は、ぜひご相

談ください。 

詳細は同封チラシをご参照

ください。 

６県が目安額以上を上積みし

たため、割合でみると地域間の

賃金格差は縮まったことにな

ります。また、今年度初めて、

全国で 800 円を超えました。 

 

◆最低賃金引上げに向けた支

援策 

 厚生労働省は経済産業省と

連携し、コロナ禍における最低

賃金の引上げにより影響を受

ける中小企業や小規模事業者

に対し、以下の賃金引上げに向

けた生産性向上等の支援を実

施しています。 

 

○雇用調整助成金・緊急雇用安

定助成金 

業況特例等の対象となる中

小企業が事業場内で最も低い

時間給を一定以上引き上げる

場合、令和３年 10 月から 12

月までの３か月間の休業につ

いては、休業規模要件（１／40

以上）を問わず支給 
 

○業務改善助成金 

生産性向上のための設備投

資などを行い、事業場内で最も

低い賃金を一定額以上引き上

げた中小企業・小規模事業者に

対して、その設備投資などにか

かった経費の一部を助成 

 

○働き方改革推進支援助成金 

 生産性を高めながら労働時

間の短縮等に取り組む中小企

業・小規模事業者や、傘下企業

を支援する事業主団体に対し

て助成 

その他、厚生労働省のホー

ムページから「生産性向上の

ヒント集」「中小企業・小規模

事業者への支援施策紹介マニ

ュアル」をダウンロードする

ことができます。 
 
【厚生労働省「令和３年度地域別最低

賃金改定状況」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/koyou_roudou/ro

udoukijun/minimumichiran/ 

【厚生労働省「最低賃金引上げに向け

た中小企業・小規模事業者への支援事

業」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/koyou_roudou/ro

udoukijun/zigyonushi/shienjigyou/i

ndex.html 

 

 

ハローワークの新しい求人

サービス機能について 
 

◆９月 21 日より新機能追加 

 オンラインで求人や採用の

手続きが進められるハローワ

ークインターネットサービス

に、次の新機能が追加されま

す。 

○オンラインハローワーク紹

介 

令和３年度の最低賃金の

改定と賃金引上げに向け

た支援策 
 

◆過去最大の全国一律 28 円

引上げ 

 10 月１日から、地域別最低

賃金額（時給）が改定、順次適

用されます。今年度の最低賃

金は、全国加重平均が昨年よ

り 28 円増え 930 円（前年同

期比 3.1％増）となり、過去最

大の引上げ幅となりました。 

昨年度の中央最低賃金審議

会の答申では、新型コロナウ

イルスの影響により「現行水

準を維持することが適当」と

し、引上げの目安額が示され

ませんでしたが、今年度は政

府が目標として掲げている

「年３％の引上げ、早期に加

重平均 1,000 円」を考慮し、

全国一律 28 円の引上げの目

安を公表しました。 

 

◆全国の最低賃金の状況は？ 

 地域別の最低賃金額では、

最高額は東京都の 1,041 円、

最低額は高知県と沖縄県の

820円で、その金額差は221

円と、昨年と変わりませんで

した。しかし、目安額の 28 円

に４円上積みし 32 円引き上

げた島根県（824 円）のほか、
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